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令和８年度 一般入学 志願者心得 

 石 川 県 立 金 沢 辰 巳 丘 高 等 学 校 

〒920－1397 金沢市末町ニ 18 番地 

                             ☎ 076－229－2552 

 

１ 募集定員   
   全日制課程 普通科 普通コース  80 名（推薦入学合格内定者を含む。） 

         普通科 芸術コース  40 名（推薦入学合格内定者を含む。） 

 

２ 出願資格 
  次の(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たし、かつ、(4)に該当する者とする。 

  (1) 令和８年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校又は義務教育学校の後期課程若しくは中等教      

育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を卒業見込み又は修了見込みの者 

  (2) 中学校を卒業又は修了した者 

  (3) 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 95 条の規定に該当する者 

(4)  志願者及び保護者が県内に居住する者又は入学までに県内に居住することとなる者 

 

３ 第 2 志望について 
  (1)  芸術コースと普通コースの間で第 2 志望を認める。 

  (2)  芸術コース内での第 2 志望（例 第 1 志望 芸術コース音楽専攻 第 2 志望 芸術コース美術専攻）は認

めない。 

(3)  第 1 志望が普通コースで第 2 志望が芸術コースである場合、芸術コースの各専攻の適性検査と面接を受

検することになるので、適性検査に必要な携行品を持参すること。（10-(5)、(6)、（7）参照）なお、第 2

志望を記入する場合は、各コース・専攻の特色や入学後の進路について、十分に考慮して行うこと。 

 

４ 出願手続 
(1) 入学志願者は、所定の入学願書に入学検定手数料 2,200 円（石川県証紙を用い、消印しない）を添え、 

原則として在学又は出身中学校長（以下「中学校長」という。）を経由して本校校長に提出すること。なお、 

貼付する写真（縦 4cm×横 3cm）は、3 箇月以内に撮影したものを使用し、裏面に志願者の氏名及び在学 

又は出身中学校名をボールペンで記入すること。 

(2) 入学願書の志願学科欄は、つぎの記入例のようにカッコ書きでコース名を必ず記入すること。 

芸術コースの志願者は、さらに専攻名まで必ず記入すること。 

      記入例   

 

 

 

  (3) 第 2 志望がある場合は、第 2 志望欄に明記すること。第 2 志望がない場合は、第 2 志望欄に「なし」と

記入すること。第 2 志望欄が未記入の場合、第 2 志望はないものとする。 

  (4) ２(2)に該当する者は、入学願書に出願資格確認書を添えるものとする。 

  (5) 県外からの出願者及び２(3)に該当する者は、入学願書に石川県教育委員会が発行する入学志願許可書を

添えるものとする。 

  (6) 音楽専攻志願者は、「音楽適性検査・曲目記入票」（別紙様式）及び当日演奏する曲のコピー譜を願書と

同時に提出すること。コピー譜が複数枚となる場合は、１箇所をホッチキス止めして提出すること。 

  (7) 欠席日数が、中学校のいずれかの学年において年間 30 日以上の者は、志願者本人の希望により、自己申

告書を提出することができる。なお、自己申告書は、志願者本人が記入し、厳封の上、中学校長に提出する。

その際、封筒の表に在学又は出身中学校名と志願者氏名を記載する。 

  (8) 受検に際し、特別な配慮を必要とする者は、入学願書出願開始日までに、学力検査等に関する特別配慮

事項申請書により、中学校長を経由して本校校長に申請するものとする。 

  (9) 一度提出された入学検定手数料及び入学志願に関する書類は、志願変更手続により入学願書の取下げを

申し出た場合を除き、理由の有無にかかわらず返還しない。 

   

５ 志願変更 
(1)  入学願書提出後に、志願先高等学校を、変更しようとする者又は本校に設置されている他のコースに志願

を変更しようとする者は、1 回に限り、その志願を変更することができる。ただし、第 2 志望のみの変更、

追加及び取消しは、認めない。また、芸術コース内で専攻のみの変更は認めない。 

(2)  志願変更を希望する者は、志願変更願を、中学校長を経由して、先に入学願書を提出した高等学校長に提

出し、入学願書及び入学検定料（納入票）を取り下げ、志願変更証明書の交付を受け、新たに作成した入学

願書にこれを添えて、変更先高等学校長に提出する。なお、志願変更願に記入した変更先高等学校へ必ず出

願手続をすること。 

 

普  通  科 

（普 通 コ － ス） 

普  通  科 

（芸術コ－ス、音楽専攻） 
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(3)  本校に設定される他のコース・専攻へ志願変更する場合も、5－(2)に準じて必ず手続をすること。 

 

６ 出願手続期間及び手続 
  (1) 入学願書受付期間 

受 付 日 2 月 18 日（水） 2 月 19 日（木） 2 月 20 日（金） 2 月 24 日（火） 

受付時間 9：00～16：00 9：00～16：00 9：00～16：00 9：00～15：00 

     郵送による出願を希望する者は、簡易書留とし、宛先を明記した返信用封筒（110 円分の切手貼付、 

ただし、簡易書留での返信を希望する場合は 460 円分の切手貼付）を同封し、期間内に必着で出願する。 

  (2) 志願者数公表  令和 8 年 2 月 24 日（火）午後 3 時 30 分、本校玄関前に掲示する。 

  (3) 志願変更期間（入学願書取下げ及び変更出願） 

受 付 日 2 月 27 日（金） 3 月 2 日（月） 3 月 3 日（火） 

受付時間 9：00～16：00 9：00～16：00 9：00～15：00 

(4) 確定志願者数公表  令和 8 年 3 月 3 日（火）午後 3 時 30 分、本校玄関前に掲示する。 

  (5) 調査書等の提出期間 

受 付 日 3 月 3 日（火） 3 月 4 日（水） 3 月 5 日（木） 

受付時間 9：00～15：00 9：00～16：00 9：00～16：00 

 

７ 県外からの出願 
  (1) 出願手続 

    県外からの出願者は、入学志願特別事情具申書を令和８年１月５日（月）以降に石川県教育委員会に提出 

して入学志願許可を受け、入学志願許可書を添えて、入学願書受付期間内に、出願手続を終えなければなら

ない。なお、入学志願特別事情具申書には、中学校長の証明を受け、事由を証するに足る書類を添付しなけ

ればならない。 

  (2) 出願の特例措置 

   県外からの一家転住等のため、石川県教育委員会から特例措置による出願を許可された者は、出願期間

後であっても、入学志願許可書を添えて出願することができる。その出願期間は、令和８年２月２７日（金）

から３月３日（火）午後 3 時までとする。 

 

８ 外国籍生徒及び海外帰国生徒の出願 
  (1) 中学校に在籍し、出願期間最終日時点で、原則として入国後又は帰国後 3 年未満の生徒が出願する場合

は、入学願書に海外在住状況説明書を添えて、出願手続きを行うものとする。 

  (2) 外国の中学校を卒業見込み又は卒業した者が出願する場合は、海外在住状況説明書を添えて、県外から

の出願の手続きに準じて行うものとする。 

 

９ 学力検査 
  (1) 実 施 日   令和８年３月１０日（火）及び３月１１日（水）  

  (2) 場 所   本校 

  (3) 検査内容   １日目に国語、理科及び外国語（英語（「聞くことの検査」を含む。））の３教科、２日目

に社会及び数学の２教科を次の日程により実施する。 

  (4) 日 程   ３月１０日（火） 8：00～8：30 受付 

8：40～9：00 一般注意、諸注意、問題冊子・解答用紙配付   

9：00～9：50 10：10～11：00 11：20～12：10 

国 語 理 科 英 語 

 

   ３月１１日（水）  8：00～8：30 受付 

8：40～9：00 一般注意、諸注意、問題冊子・解答用紙配付   

9：00～9：50 10：10～11：00 
 

 
社 会 数 学 

  (5) 携 行 品 

    受検票、筆記用具、上履き、外履きを入れる袋、定規（分度器機能のついていないもの）、コンパス、 

昼食（３月１１日のみ） 
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 (6) そ の 他 

   ・検査場には時計がないので腕時計等を持参してもよい。ただし、電卓機能や辞書機能を備えた多機能腕時

計、スマートウオッチ、分度器、分度器機能のついた定規等の検査場への持ち込みは禁止する。携帯電話

等の通信機能を備えた機器は、電源を切り、鞄等の中に入れ、検査室外の所定の場所に置く。また、検査

中のアラームの使用を禁止する。 

   ・検査当日、自家用車での送迎については、本校正門前までとする。 

   ・検査場の下見は、実施しない。 

・災害等で日程が変更される場合は、本校の HP と県教育委員会学校指導課の HP に掲載する。 

 

 

10 面接・適性検査 

  (1) 実 施 日   令和８年３月１１日（水）  

  (2) 場 所   本 校  

  (3) 日  程   学力検査終了後、昼食・休憩の後に、次の区分に従って検査を行うものとする。 

 

第 1 志望 第 2 志望 午後の検査 

普通コース なし A 

普通コース 芸術コース 音楽専攻 

B 芸術コース 音楽専攻 普通コース 

芸術コース 音楽専攻 なし 

普通コース 芸術コース 美術専攻 

C 芸術コース 美術専攻 普通コース 

芸術コース 美術専攻 なし 

 

 

Ａ 

12：20 

～12：30 
12：40～14：40 

面   接 

受検上の注意 
面接 

 

Ｂ 

12：20 

～12：30 
12：40～14：00 

14：10 

～14：20 
14：20～16：00 

適 性 検 査 

受検上の注意 

適性検査 

（音楽専攻） 

面  接 

受検上の 

注  意 

面接 

 

Ｃ 

12：20 

～12：30 
12：40～14：00 

14：10 

～14：20 
14：20～16：00 

適 性 検 査 

受検上の注意 

適性検査 

（美術専攻） 

面  接 

受検上の 

注  意 

面接 

    ※A～C の面接終了時刻並びに B の適性検査終了時刻及び面接開始時刻は、志願者数により変更するこ

とがある。 

  

 (4) 面接実施形態 

 A、B、C とも、個人面接、面接時間約５分、面接官２名 

 

       

 

  

  



 - 4 - 

(5) 芸術コース音楽専攻適性検査 

〈全専科共通事項〉      

・暗譜とする。 
・繰り返しなし。 
ただし、D.C.（ダ・カーポ）、D.S.（ダル・セーニョ）は譜面通り演奏すること。 

・演奏時間は５分以内とし、５分を超えた場合は演奏を止めることがある。 
ただし、このことが評価に影響することはない。 

 

〈専科別〉 

専 科 検 査 内 容 

ピアノ 任意の曲を演奏する。ソナタなど複数楽章の場合は、1 つの楽章でも複数の楽章でもよい。 

声 楽 中学校教科書程度の任意の 1 曲を無伴奏で歌う（有節歌曲の場合は 2 番まで歌う）。 

弦楽器 

管楽器 

打楽器 

任意の独奏曲または練習曲 1 曲を無伴奏で演奏する。 

※弦楽器・管楽器・打楽器専科の受検生へ 

楽器は、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、 

ファゴット、サクソフォン、トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバ、 

スネアドラム、マリンバに限る。 

 

  (6) 芸術コース美術専攻適性検査 

 検 査 内 容 時 間 

美術専攻 

・鉛筆描写（鉛筆デッサン） 

・・・与えられたモチーフ（静物）を、各自で配置し、四つ切サイズ  

の画用紙に鉛筆でデッサンする。 

８０分 

   

（参考）過去のモチーフの例 

令和７年度推薦入学・・・紙箱（クラフト）とニンニク 

令和７年度一般入学・・・インターロッキング（グレー）とトマト 

  

 

(7) 当日の携行品 

音楽専攻志願者 ･･･ 演奏する楽器（ピアノ、マリンバ以外） 

 

    美術専攻志願者 ･･･ 鉛筆描写（鉛筆デッサン）のできる用具 

※画板（カルトン）と画用紙どめ（クリップ）は、本校で準備する。 

描く際、イーゼルが必要な者には貸与する。 

  

 

11 合格者の発表 
  令和８年３月１８日（水）正午、本校において行う。各個人あての合格通知は行わない。なお、電話 

 その他による問い合わせには応じない。 

 

 

12 合格者予備入学 
  令和８年３月２４日（火）午後 1 時より本校において行う。詳細については別に知らせる。 

 


